
1 基本情報

・ 施設の管理に関すること。
・ 売春防止法第３６条に規定する要保護女子の収容保護をし、及び配偶者からの暴力

の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成１３年法律第３１号）第５条に規定す
　 る被害者の保護を行うこと。
・ その他仕様書に定めること。

2 利用状況を把握するための指標 3 令和元年度の収支状況 （単位：千円）

4 前年度の評価員会議の主な意見及び対応

令和元年度　指定管理者評価結果票

所     管     課 健康福祉部子ども・女性局子ども家庭課

評価対象期間 H31.4.1～R2.3.31

指 定 管 理 者

名     称 社会福祉法人　岐阜県福祉事業団

構 成 員

所 在 地 岐阜市下奈良２－２－１

指定期間

施 設 概 要 
名     称 岐阜県立千草寮

所 在 地 岐阜市

H28.4.1 ～ R3.3.31

指 定 管 理 業 務 の 内 容

指標
初日在籍者数平均

（単位：人）
収  入  計 55,117

利 用 料 金
Ｈ２９ 3

指定管理料 52,351
Ｈ３０ 5

そ   の   他 2,766
Ｒ１ 5

支  出  計 56,388

人   件   費 45,492

施設管理費 10,558

そ   の   他 338

差   　　　　　　  引 ▲ 1,271

納　　 　付 　　　金

前年度の評価員会議の主な意見 対応状況

・支援が必要な女性が入所につながるよう、市町村担
当者に婦人保護施設の情報を詳しく広報し、理解促
進を図ること。

・各市町村の女性保護担当課へ、千草寮のパンフレットを作
成し、説明、配布を行い理解促進に努めた。

・若い女性や時代の流れに沿った運営についても検
討されたい。

・希望に応じて学習ボランティアによるパソコン教室などを開
催した。
・外勤者が多くなっているため、利用者が相談しやすいよう職
員の勤務体系を見直した。
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5 評価員会議による評価結果

＜評価基準＞

6 県による評価結果

＜評価基準＞

評      価      項      目 
評価点
(平均点)

評価員の主な意見

管理基準の充足状況 4.8
・改善すべき点とまではいかないが、定員の充足は課題である。
・
・

設置目的の充足状況 5.0
・利用者に利用しやすくなっており、支援も充実している。
・
・

４ 協定書等に定める水準を上回る管理運営がなされている

公共性の確保の状況 5.0
・若年層に合った支援の方法が今後課題であり必要である。
・
・

経営状況 5.0
・特に問題はない。
・
・

派生的効果 5.0
・積極的に地域に関わっており、利用者向けのボランティアもされていて
良い。
・
・

５ 協定書等に定める水準を上回る管理運営がなされており、かつ特筆すべき実績・成果を上げている

S 優れた管理運営がなされており、かつ十分な実績・成果を上げている

A 優れた管理運営がなされている

B 適正な管理運営がなされている

C 改善を要する

３ 協定書等に基づき、適切な管理運営がなされている

２ 協定書等に基づき、概ね適切な管理運営がなされているが、一部に更なる工夫や改善を要する

１ 改善を要する

最終評価 評価の考え方

S
・優れた管理運営がなされており、かつ十分な実績・成果を上げている。
・
・
・


